
大山町長選挙及び大山町議会議員一般選挙立候補予定者説明会 

 

日 時：令和３年２月２１日（日） 

                    午前 10 時～ 

場 所：大山町中山農村環境 

改善センター 

 

１．開 会 

 

 

２．町選挙管理委員会委員長あいさつ 

 

 

３．供託金について（鳥取地方法務局 米子支局） 

 

 

４．公職選挙法改正による選挙公営について 

 

 

５．選挙の日程について 

 

 

６．届出書類等の説明について 

 

 

７．選挙郵便について（米子郵便局） 

 

 

８．質 疑 

 

 

９．閉 会 

 

 

【問合せ先】 

〒689-3211 西伯郡大山町御来屋 328 番地 大山町役場内  

大山町選挙管理員会事務局（担当 田内） 

電話 0859-54-5201  ＦＡＸ0859-54-2702 
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大山町長選挙及び大山町議会議員一般選挙 

の選挙名並びに選挙長名について 
 
 

１．町長 

選挙名 大山町長選挙 

選挙長  加納 郁生 

 
 

２．議会議員 

        選挙名  大山町議会議員一般選挙 

選挙長  加納 郁生 
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選挙日程について 

 

日 時 日   程 場 所 

2 月 21 日（日） 

10：00～ 
・立候補予定者説明会 
※新型コロナウイルス防止のため、候補予定者を

含め２名までの出席 

大山町中山農村環境改善セン

ター 

4 月６日（火） 

9：00～12：00 
・届出書事前審査 
・選挙公報掲載原稿提出 
・選挙用ビラ関係書類(届書、交付票、見本)提出 
・選挙公営に関する届け出書類(届書、申請書) 
※候補者・推薦者の認印（届出書類に使用したも

の）をご持参下さい 

役場本庁 第 2・3 会議室 

4 月 13 日（火） 

8：30～17：00 
 
※候補者・推薦

者の認印(届出

書類に使用し

たもの)をご持

参下さい。 

立候補届出（選挙期日の告示日） 
・立候補届出 ・候補者物品等の交付 
・選挙事務所設置届出 ・出納責任者選任届出 
・選挙立会人届出 ・報酬支給事務員の届出 
・公営施設を使用する個人演説会開催申出開始 
・選挙公報掲載申請期限 ・立候補辞退届出期限 
・選挙公営に関する届書及び申請書 
・選挙運動開始（ただし立候補届出後） 
選挙公報の掲載順序を定めるくじの執行 
氏名表掲載順序を定めるくじの執行 

役場本庁 第 3・4 会議室 
 

4 月 14 日（水） 

8：30～20：00 
期日前投票、不在者投票開始（～4/15） 期日前：3 箇所 

（本庁、中山支所、大山支所） 
不在者：本庁のみ 

4 月 15 日（木） ・公営施設使用個人演説会開始（4/13 届出者のみ） 
・選挙立会人届出期限（17：00 まで） 
選挙立会人のくじの執行及び選挙立会人の告知 

本庁 

4 月 16 日（金） ・補充立候補届出期限（17：00 まで） 本庁 
4 月 17 日（土） ・選挙運動最終日（街頭演説は午後 8 時まで）  
4 月 18 日（日） 投票日 

（各投票所の詳細については別紙「投票所一覧」） 
開票及び選挙会（20：15～） 

投票：町内 16 投票所 
開票：名和農業者ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 
   (大山町名和1247番地1) 

4 月 19 日（月） 当選人の告知、告示 
当選証書の交付（10：00～） 

 
本庁 2 階 第 3・4 会議室 

4 月 30 日（金） ・収支報告書の提出期限 
・供託物の返還、没収 

 



－2－ 
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各 種 届 出 等 一 覧 
 

項  目 届 出 先 期  限 届出に必要な書類 

(1) 立候補届 選挙長 4 月 13 日(火) 
8：30～17：00 まで 

・候補者届出書（様式 1－1） 

・公職の候補者となることができない者でない

ことを誓う宣誓書（様式 1－2） 

・戸籍の謄本又は抄本(3 か月以内に発行されたもの) 
・供託証明書 

 （別紙「供託について」参照） 

・所属党派証明書(無所属の場合は不要)(様式 1－6) 
・通称認定申請書(必要な場合のみ)(様式 1－7) 

このほかに推薦届出（様式１－３）には次の書類が

必要 

・候補者推薦届出承諾書（様式 1－4） 

・推薦届出者の選挙人名簿登録証明書（様式 1－5） 

(2) 選挙事務所 
設置(異動)届 

選挙管理 
委員会 

設置（異動）後直ち

に 
・選挙事務所設置(異動)届（様式 2－1、2－3） 

このほかに推薦届出者が設置（異動）するとき

は次の書類が必要 

・候補者の承諾書（様式 2－2、2－4） 

・推薦届出者が複数であるときは、その代表者

であることを証明する書面(代表者証明書) 

(3) 公営施設利

用の個人演説会

開催申出 

選挙管理 
委員会 

開催しようとする日

の 2 日前の午後 5 時

まで 

・公営施設使用個人演説会開催申出書 

（様式 2－12） 

(4) 新聞広告の

掲載 
広告を掲載

しようとす

る新聞社等 

4 月 17 日（土）まで

に新聞広告ができる

ように（投票日当日

の新聞に掲載するこ

とはできない。） 

・新聞広告掲載証明書（様式 2－13） 

(5) 選挙運動用

通常葉書の交付

及び差出 

米子郵便局 4 月 17 日（土）まで

に配達されるように

(投票日当日に選挙人に到

着するような差出すこと

はできない。) 

・候補者用通常葉書使用証明書 
・選挙運動用通常葉書 100 枚ごとに選挙運動用

通常葉書差出票 1 枚を添付 

(6) 選挙立会人の届出  選挙長 4 月 15 日（木） 
午後 5 時まで 

・選挙立会人となるべき者の届出書(兼承諾書) 

 （様式 2－11） 
(7) 選挙運動用

ビラの届出 
選挙管理 
委員会 

立候補届出後 ・選挙運動用のビラ届出書（様式第 2 号） 

・選挙運動用ビラ証紙交付票（様式第 3 号） 

・選挙運動用ビラの見本 1 種類につき 1枚 

(8) 出納責任者 
選任(異動)届 

選挙管理 
委員会 

選任（異動）後直ち

に 
・出納責任者選任(異動)届（様式 2－5、2－7） 

このほか推薦届出者が選任したときは次の書類も必要 

・候補者の承諾書（様式 2－6、2－8） 

・推薦届出者が複数であるときは、その代表者

であることを証明する書面（代表者証明書） 

(9) 選挙事務員

等の届出 
選挙管理 
委員会 

報酬支給対象の選挙運

動員を使用する前に 
・報酬を支給する選挙運動事務員等届出書 

（様式 2－9） 

(10) 選挙運動

費用収支

報告書 

選挙管理 
委員会 

4 月 30 日（金）午後

5 時まで 
（この精算届出以後のも

のについては、収支のあっ

た日から 7 日以内） 

・選挙運動費用収支報告書（様式 2－10） 

・領収書その他の支出を証すべき書面の写し 
(領収書を徴し難い事情があったときは、その支

出の明細書) 
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選挙運動費用について 
 
 
1．選挙運動費用の制限額（最高費用額） 
  選挙管理委員会が告示した額 
 
 【町長選挙】 選挙人名簿登録者数×110 円＋1,300,000 円 
 【議員選挙】 選挙人名簿登録者数÷議員定数×1,120 円＋900,000 円 
 
  ※今回の選挙の法定限度額は４月１３日に告示します。 
 
 
2．実費弁償、報酬の支給 
 
 (1) 実費弁償、報酬の額 
   次ページに掲載している選挙管理委員会で定めた額 
  

(2) 報酬を支給できる者の数 
   候補者 1 人について、各選挙以下に掲げる数 
  【町長選挙】1 日につき 9 人まで（使用できる期間を通じて 45 人） 
  【議員選挙】1 日につき 7 人まで（使用できる期間を通じて 35 人） 
 
 (3) 報酬を支給できる期間 
   立候補届出後、報酬を支給する選挙運動員を選挙管理委員会に届け出た

時から選挙の期日前日（4 月 17 日）まで 
 
 (4) 報酬を支給する選挙運動員の届出 
   様式 2－9「報酬を支給する選挙運動事務員等届出書」により選挙運動員

に報酬を支給する前に選挙管理委員会に届出をしてください。 
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選挙運動従事者に支給することができる報酬等の額の決定について 
 
 令和３年４月１８日執行予定の大山町長選挙及び大山町議会議員一般選挙に

おいて、選挙運動に従事する者に対し支給する事ができる実費弁償の額、選挙

運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の

額並びに選挙運動に従事する者（選挙運動のために使用する事務員及び専ら公

職選挙法第 141 条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の

上における選挙運動のために使用する者に限る。）に対し支給することができる

報酬の額をそれぞれ次のとおり定める。 
 
  令和３年２月１日 議 決 
 

大山町選挙管理委員会委員長  加納 郁生 
 
 
 
 
 
 １ 選挙運動に従事する者 1 人に対し支給することができる実費弁償の額 
 （イ）鉄道賃  鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した

実費額 
 （ロ）船 賃  水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した

実費額 
 （ハ）車 賃  陸路旅行（鉄道旅行を除く。）について、路程に応じた実費

額 
 （ニ）宿泊料（食事料 2 食分を含む。）  1 夜につき 12,000 円 
 （ホ）弁当料  1 食につき 1,000 円   1 日につき 3,000 円 
 （へ）茶菓料  1 日につき 500 円 
 
２ 選挙運動のために使用する労務者 1 人に対し支給することができる実費 

弁償の額 
 （イ）鉄道賃、船賃及び車賃  それぞれ第 1 号（イ）、（ロ）及び（ハ）に

掲げる額 
 （ロ）宿泊料（食事料を含まない。）  1 夜につき 10,000 円 
 



－6－ 
 

 ３ 選挙運動のために使用する事務員 1 人に対し支給することができる報酬

の額             1 日につき 10,000 円以内 
   専ら選挙運動用自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する

者 1 人に対し支給することができる報酬の額 
  1 日につき 15,000 円以内 
 

 ４ 選挙運動のために使用する労務者 1 人に対し支給することができる報酬

の額 
 （イ）基本日額  10,000 円以内 
 （ロ）超過勤務手当  1 日につき基本日額の 5 割以内 
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選挙公報の申請について 

 

 

○申請上の注意 

 

①  掲載文の提出は、令和３年４月６日（火）の届出書類事前審査時とし、様式第１

号に委員会が交付する原稿用紙１通、写真２葉を添付して提出する。 

 

② 選挙公報に掲載する写真は、立候補の届出の日前６ヶ月以内に上半身（無帽のもの）

を撮影したもので、大きさは名刺型とし、電子データでの提出は認めない。また、写

真の裏面に候補者の党派及び氏名を記載すること。 

 

③ 掲載文は、原稿用紙に黒色の色素により記載し、選挙公報へは、原文のまま掲載す

る。 

 

④ 掲載文を選挙公報に掲載する順序はくじにより、令和３年４月１３日（火）午後５

時１５分から選挙管理委員会が行う。 

 

⑤ 掲載文に選挙公報の品位を損なう文言を掲載した場合は、文言の訂正を求める。 

 

⑥ 掲載文の提出後の修正は、選挙公報の発行が遅れるなど、他の候補者に迷惑を及ぼ

す恐れがあるため、原則認めないが、委員会がやむを得ないものと認めた場合に限り、

様式第２号による撤回又は様式第３号による修正を認める。 

 

⑦ 既に提出した掲載文（写真を含む。）は、事由の如何にかかわらず返付しない。 

 

⑧ 候補者は、選挙公報の体裁等について指定することができない。 

 

⑨ イラスト、図等の記載は、掲載文全体の２分の１以下でなければならない。 
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選 挙 運 動 に つ い て 
 

【選挙運動とは】 
 選挙運動の定義  ・候補者の当選を得る目的を持っているということ 
          ・選挙が特定していること 
          ・当選を得るための行為であること 
          ・選挙人に対して行われるものであること 
 ※政治活動・・・政党その他政治団体がその政策の普及宣伝、政治啓発などを行うことであっ

て、特定の候補者の当選を得るための行為でないもの 
 

【選挙運動の期間】 
 1 期間（法 129） 
    立候補届出が受理されてから原則として投票日の前日まで。届出が受理される前は事前

運動として禁止される 
 
 2 投票日当日でもできる選挙運動 

・投票所を設けた場所の入口から 300ｍ以外の区域に選挙事務所を設置すること（法 132）  
・その選挙事務所を表示するために、その場所でポスター、立札、看板の類を通じて 3 個

及びちょうちん１個を掲示すること（法 143） 
・選挙運動の期間中適法に掲示された選挙運動用ポスターをそのまま掲示しておくこと 
（法 143） 

 
 3 事前運動の禁止 
  事前運動とは、立候補届出前に選挙運動を行うことであり、公職選挙法では禁止されている 
 ※違反とならない事前運動 
 (1) 立候補のための準備行為 
   ・届出書類の作成、供託 
   ・立候補の瀬踏み行為…投票依頼の意思が全くないものに限る 
   ・選考会、推薦会の開催…あらかじめ特定の人を決めておいて、単に了承させるといった

場合は選挙運動になる 
   ・後援会の結成 
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 (2) 選挙運動のための準備行為 
   ・政党の公認を求めること 
   ・選挙運動資金の調達 
   ・事務所、自動車、個人演説会場、拡声機等の借入れの内交渉 
   ・出納責任者、運動員、事務員等の内交渉 
   ・立札、看板、ポスター等の作成 
   ・演説会での演説依頼の内交渉 
   ・選挙公報などの原稿作成 
   ・選挙運動の方法の協議 
  ※立候補の準備の名を借りて、これに投票を得る目的を加味した行為（多数の者に内交渉す

るなど）は事前運動として禁止される 
 

【選挙運動のできない人】 
 (1) 選挙事務関係者（法 135）…投票管理者、選挙長 
                 ※投票立会人、選挙立会人は制限なし 
 (2) 特定の公務員（法 136）…選挙管理委員会の委員及び職員、裁判官、検察官 
                会計検査官、徴税吏員等 
 (3) 公務員等…一般職の国家公務員、地方公務員、地方教育公務員は一定の区域において禁

止されている（国家公務員法、地方公務員法等） 
 (4) 公務員等の地位利用による選挙運動の禁止（法 136 の 2） 
     国若しくは地方公共団体等のすべての公務員は、職務上の組織や許認可等の権限を利

用して選挙運動をしてはならない 
 (5) 年齢満 18 歳未満の者（法 137 の 2）…労務の提供は可能（単純かつ機械的労務のみ） 
 (6) 選挙犯罪者等（法 137 の 3）…選挙または政治資金にかかる犯罪により選挙権および被

選挙権が停止されている者 
 

【選挙事務所】 
  選挙事務所とは、選挙に際し、特定の候補者の選挙運動に関する事務を取り扱ういっさいの

場所的設備 
  (1) 設置及び異動    候補者またはその推薦者が届出をしなければならない 
              異動または廃止したときも届出が必要 
  (2) 選挙事務所の数   候補者 1 人につき１箇所（共同設置でも良い） 
  (3) 異動回数      一日一回しかできない（一日に二回以上選挙事務所を移動する

と違反になる） 
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 (4) 選挙事務所の表示  選挙事務所を表示するためのものに限る 

              選挙事務所の所在する場所で使用する 
             掲示できるもの 
              ・ポスター、立札、看板の類 
              （350cm×100cm 以内の規格で合計 3 個以内） 
              ・ちょうちんの類 
              （高さ 85cm×直径 45cm 以内の規格で 1 個） 
  (5) 設置場所      制限は無いが、投票日当日は投票所を設けた場所の入口から直

線距離で 300ｍ以内の区域にある選挙事務所は廃止するか、また

は移動させなければならない（どちらの場合も異動届が必要） 

 

【文書図画による選挙運動】 
 1 文書図画による選挙運動の概要 
  一般的に物体に記載された意思の表示であって、文字その他の発音記号によって表示された

ものを文書といい、象形によって表示されたものを図画という 
  (1) 頒布できるもの   選挙運動用ハガキに限られる 
              ※例外 新聞広告、選挙公報、証紙を貼ったビラ 
 
  (2) 掲示できるもの  ・選挙事務所用のポスター、立札、ちょうちん、看板の類 
             ・選挙運動用自動車に取り付けて使用するポスター、立札、ちょう

ちん、看板の類 
             ・候補者が使用する胸章、腕章、たすきの類 
             ・個人演説会場で演説会の開催中使用するポスター、立札、ちょう

ちん、看板の類 
             ・選挙運動用ポスター 
  
 2 選挙運動用ビラ 

(1) 配布枚数及び種類  【町長選挙】5,000 枚（2 種類） 【町議会議員選挙】1,600 枚 
(2) 規  格      縦 29.7cm×横 21cm 以内 

  (3) 掲載できる内容   原則として制限なし（選挙名、候補者名、顔写真なども掲載可） 
             ※掲載する際には選挙管理委員会の発行する証紙を貼らなければ

ならない 
             ※ビラの表面に頒布責任者及び印刷者の氏名（法人にあっては名称）

及び住所を記載しなければならない 
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(4) 配布できる場所   ・候補者の選挙事務所内 
              ・個人演説会の会場 
              ・街頭演説の場所 
              ・新聞折り込み 
  (5) 申請の手続き    
   ・提 出 書 類    ・選挙運動用ビラ届出書（様式第 2 号） 

・選挙運動用ビラ交付票（様式第 3 号） 
              ・ビラの見本 1 部（2 種類のビラの場合は各 1 部） 
   ・提 出 期 限     令和３年４月６日(火) 届出書類事前審査時 
              ※ビラ証紙は４月１３日(火)にお渡しします。 
 
 3 選挙運動用ポスター 
  ・掲示できる枚数   ポスター掲示場の数（139 ヶ所） 
           ※19～21 ページ「ポスター掲示場一覧」参照 

張替えは自由（ただし投票日前日まで） 
  ・検印または証紙   不 要 
  ・掲示場所      ポスター掲示場以外の場所に掲示することはできない 
  ・規  格      タブロイド型（長さ 42cm×幅 30cm 以内） 
  ・掲示方法      立候補届の手続き完了後、届出順に定められた区画１ヶ所につき１

枚に限られる 
  ・記載内容      虚偽事項の公表、利害誘導等、他の禁止規定や罰則に触れない限り

特に制限はない 
             ※掲示責任者及び印刷者の住所、氏名を記載しなければならない 
  ・その他       公費負担 
 
 4 選挙運動用通常葉書（法 142、公職選挙郵便規則） 
  必ず郵便で送付、手渡しは不可 
  ・枚  数      【町長選挙】２，５００枚  【町議選挙】８００枚 
  ・入手と発送     立候補届出の際に選挙長から交付される「候補者用通常葉書使用証

明書」を、選挙運動期間中に、米子郵便局に提示して葉書の交付を

受け、「差出票」を添えて発送すること 
             ※ポストに投函することはできない 
  ・私製葉書の使用   手持ちの私製葉書を証明書とともに米子郵便局に差し出す 
             （郵便局で選挙用の表示をしてもらってください） 
  ・記載内容      利害誘導その他罰則にふれない限り、制限なし 
  ・譲渡の禁止     通常葉書は他人に譲り渡すことはできない 
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 5 新聞広告（法１４９） 
  新聞を利用しての選挙運動は、法定の新聞広告のみ、これ以外は一切禁止 
  ・回 数     選挙運動期間中２回 
  ・内容等     スペースは、横 9.6 センチメートル、縦２段組以内 
           政見、経歴等内容は自由だが、色刷りはできない 
  ・費 用     費用は候補者負担、選挙運動費用に加算される 
  ・その他    「新聞広告掲載証明書」を、希望する新聞社へ広告文の原稿とともに提出 
 

【言論による選挙運動】 
 1 言論による選挙運動の概要 
   〇言論による選挙運動で禁止されているもの  

 ・放送施設の利用 
     ・候補者以外の者が開催する演説会 
     ・戸別訪問 

 〇言論による主な運動方法 
   ・個人演説会 

     ・街頭演説 
     ・個々面接…路上でたまたま出会った知人や友人に投票を依頼すること 

（事前運動・投票日当日は禁止） 
     ・電話による選挙運動（事前運動・投票日当日は禁止） 
 
 2 個人演説会（法 161～164 の 4） 
  候補者の政見の発表、選挙人に対する投票依頼などの選挙運動のために候補者自身が開催す

るもの 
  ・開催回数     制限無し 
  ・施 設    ア 公営施設（18 ページ参照）で開催する場合 
           ・１回に限り無料 ・１回につき５時間以内 
           ・開催日２日前までに選挙管理委員会に立候補者が届け出ること 
          イ その他の施設で開催する場合（個人所有の住宅・施設等） 
           ・所有者の承諾が必要、時間制限無し 
           ・選挙管理委員会へ届出の必要なし 
  ・会場で掲示できる文章図画（法 143、令 110） 
    会場内部  ア ポスター、立札、看板の類 
            縦 273ｃｍ 横 73ｃｍ以内   数に制限なし 
          イ ちょうちん 
            高さ 85ｃｍ 直径 45ｃｍ以内 内部外部通じて１個のみ 
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    会場外部  ア ポスター、立札、看板の類 
            縦 273ｃｍ 横 73ｃｍ以内   通じて２個 
          イ ちょうちん 
            高さ 85ｃｍ 直径 45ｃｍ以内 内部外部通じて１個のみ 
  ・個人演説会場での文書図画の頒布の禁止（法 142） 
    ※選挙における証紙を貼ったビラのみ可 
 
 3 街頭演説（法 164 の 5、164 の 7） 
  建物や施設を使わないで、街頭やこれに類する場所（公園、空き地等）で不特定多数の人に

対して行う演説 
  ・実施方法   選挙管理委員会が交付した標記を掲げて行うこと 
          移動してはいけない…必ずとどまって行うこと 
           （歩きながら又は自動車で走りながらの「流し演説」は許されない） 
          その場で選挙運動ができる人数は１５人に限られる 
           （選挙管理委員会が交付した腕章を着用すること） 
          時間は午前８時から午後８時まで 
          頒布できるビラは選挙における証紙を貼ったビラのみ 
 
 ４ その他言論による選挙運動 
  ・個々面接   路上でたまたま出会った知人や、バスや電車の中で行き会った友人などに、

投票を依頼する行為 
          ※戸別訪問とならないように注意すること 
  ・電話による選挙運動 
          電話による選挙運動は可能 
          ※ただし選挙運動期間のみ 
 

【その他の選挙運動】 
 選挙運動用自動車、拡声機 
  (1) 自動車 
   ・候補者１人につき１台 
   ・選挙管理委員会から交付された標識（表示物）を前面の見やすいところに掲示する 
   ・使用できる車種  ・乗車定員１０人以下の乗用車 
             ・乗車定員４人以上１０人以下の小型自動車 
             ・四輪駆動式の自動車で車両重量２ｔ以下のもの 
              （上記は上部、側面又は後面の全部又は一部があいたままになっ

ているものは使用できない） 
             ・小型貨物自動車 
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 ・乗車人数     候補者、運転手（１人に限る）、及び乗車用腕章をつけた運動員４

人だけ 
   ・走行中の自動車の上では選挙運動はできない （連呼行為のみ可） 
   ・取り付けて使うことができる文書図画（法 143） 
    ポスター、立札、看板の類 
     縦 273ｃｍ、横 73ｃｍ以内   数に制限なし 
    ちょうちんの類 
     高さ 85ｃｍ、直径 45ｃｍ以内 １個だけ 
     ※記載内容に制限はないが、道路交通法違反に注意すること 
   ・選挙カーの使用申請について 
     平成３１年の道路交通法改正により、ルーフキャリーの枠内のものは、申請不要 
     になった。ただし、その他の方法の場合は、設備外積載申請が必要になるかもしえま 

せんので、下記のところに連絡し確認してください。 
また、審査については、書類のみなったそうです。 

         受付場所 琴浦大山警察署 交通課（０８５８－４９－８１１０） 
     
 
  (2) 選挙運動用拡声機（法 141） 
   ・使用できる数は１そろいだけ 
    ※個人演説会の会場ではもう１そろい使用ができる 
   ・選挙管理委員会から交付された表示物を、送話口の下部に取り付けること 

【選挙運動のその他の行為の制限】 
 1 戸別訪問の禁止（法 138） 
  「選挙に関し、投票を得る目的、投票得させる目的または投票を得させない目的で、計画的

に連続して戸別に選挙人の居宅を訪問すること」 
   ・選挙運動の期間を問わず禁止されている 
   ・会社、工場等でも戸別訪問となる 
   ・家屋の出入口、庭先でも訪問となる 
   ・相手が不在、あるいは面会を断られても訪問となる 
   ・候補者、運動員ばかりでなく、第三者でもできない 
 
 2 署名運動（法 138 の 2） 
  選挙に関し、投票を得る目的、投票を得させる目的または得させない目的で、有権者に対し

署名運動することは禁止されている 
 
 3 人気投票の公表の禁止（法 138 の 3） 
  選挙に関し、公職につくべき者を予想する人気投票の経過または結果を公表することはでき

ない 
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 4 飲食物の提供の禁止 
  何人も選挙運動に関して飲食物（料理、酒、ビール、ジュース等）の提供は禁止 
  例えば選挙事務所開きに酒やビールを提供することも違反となる 
   例外１ 湯茶、菓子の提供（法 139） 
      湯茶に伴い通常用いられる程度の菓子は提供できる 
      例 せんべい、まんじゅうなど、いわゆるお茶うけ程度のもの 
   例外２ 選挙事務所での弁当の提供（法 139、197 の 2 等） 
      相手方は選挙運動員、事務員、車上運動員、労務者に限られる 
      提供できる場所は選挙事務所内のみ 
      数の制限   ３食×１５人×５日＝２２５食 
      金額の制限  一食につき１，０００円、一日につき３，０００円 
 
 5 気勢を張る行為の禁止（法 140） 
  サイレンを鳴らしたり、ちんどん屋を雇って練り歩かせることは禁止 
 
 6 連呼行為（法 140 の 2） 
  選挙のために連呼行為をすることは原則として禁止されている 
  ・連呼行為ができる場合（法 140 の 2 の 1） 
   個人演説会場、街頭演説会場、演説の場所 
   午前８時から午後８時までの選挙運動用自動車上での「流し連呼」 
 

【インターネット選挙運動の解禁】（法 142 の 3 から 142 の 7） 
  インターネットを利用した選挙運動を一部解禁する法改正が平成 25 年 4 月に行われ、 誰

でも、自分のメールアドレス等の連絡先を表示した上で、ウェブサイト等で選挙運動を行うこ

とができるようになった。（ただし、有料のインターネット広告の利用は不可） 
  電子メールを使用することができるのは、候補者に限られ、その送信先も事前に送信を同意

するなどした人に限られる。 
  なお、インターネットに限らず、選挙に関しての虚偽の事項を公表すると処罰される。 
 

【選挙期日後の問題】 
1 請負等をやめない場合の当選人の失格（法 104） 

  選挙における当選人で、当町に対し請負関係にある者は、速やかにその請負をやめ、かつ、

当選の告知を受けた日から 5 日以内に選挙管理委員会に、その請負関係を有しなくなった旨

の届出をしなければ、当選を失うことになる。 
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2 選挙期日後のあいさつ行為の制限（法 178） 
  選挙の期日後に有権者に対して、当選又は落選に関しあいさつをする目的で次の行為をする

ことはできない。 
(1) 選挙人に対して個別訪問をすること 
(2) 文書図画を頒布し、又は掲示すること 

   ※ただし、自筆の信書及び有権者からもらった当選の祝辞等の返信は自筆でも印刷でも差

し支えない。また、インターネット等を利用する方法により頒布される文書図画は可能 
(3) 新聞、雑誌などを利用すること 
(4) 放送設備を利用して放送すること 
(5) 当選祝賀会その他の集会を開催すること 
(6) 自動車を連ね又は隊を組んで往来するなど、気勢を張る行為をすること 
(7) 当選したお礼に当選人の氏名又は政党、政治団体の名称を言い歩くこと 

 
3 供託物の取扱い（法 93） 

   供託物の返還 
    法定得票数（供託物の没収点）以上の得票があれば、供託物は返還される。 
      【町   長】法定得票数 ＝ 有効投票総数 × 1／10 

【町議会議員】法定得票数 ＝ 有効投票総数 ÷16× 1／10 
 

    選挙管理委員会から供託所と法定得票数を得たことの証明書の交付を受けて供託先に

提出する（５月３日以降に証明書を発行します。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ※参考図書「地方選挙の手引（令和３年版）」 
   

・選挙運動について 70～195 ページ 
  をよくお読みください。 
・選挙に関する犯罪と罰則 259～282 ページ 
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個人演説会開催可能な公営施設一覧 

 

施 設 名 住  所 電  話 問い合わせ先 

中山小学校 大山町下甲 1022 

0859-54-5211 
教育委員会 
(幼児・学校教育課) 

中山中学校 大山町下甲 951-1 

名和小学校 大山町名和 610 

名和中学校 大山町名和 648 

大山小学校 大山町佐摩 340 

大山西小学校 大山町末長 81-1 

大山中学校 大山町所子 313 

中山公民館 大山町塩津 368 0858-58-2334 中山公民館 

名和公民館 大山町御来屋 263-1 0859-54-2688 名和公民館 

大山公民館（所子分館） 大山町末長 269-1 0859-53-3003 大山公民館 

こうれいコミュニティセンター 大山町妻木 582-1 0859-53-4167 こうれいコミュニティセンター  

大山農村環境改善センター 大山町今在家 611 0859-53-8139 大山農村環境改善センター 

中山農業者トレーニングセンター 大山町下甲 1022-5 0858-58-3967 中山農業者トレーニングセンター 

中高集会所 大山町平木 298-1 0859-53-3865 中高ふれあい文化センター 

中山農村環境改善センター 大山町下甲 1120 0858-58-6124 中山農村環境改善センター 

人権交流センター 大山町茶畑 1077-3 0859-54-2286 人権交流センター 

保健福祉センターだいせん 大山町末長 503 0859-53-5018 保健福祉センターだいせん 

老人福祉センター 大山町末長 269-1 0859-53-3003 大山公民館 

中山温泉館生活想像館 大山町赤坂 708-1 0858-49-3330 中山温泉館生活想像館 

※福祉センター名和については、新型コロナウイルスワクチン接種会場ですので、使用はできません。 



大山町選挙管理委員会

所在地（鳥取県西伯郡大山町） 設置位置の表示

中山第１投票区 1 羽田井１７０番地（羽田井） 徳永栄一郎氏宅前町道沿い

中山第１投票区 2 束積２９３番地（束積） 上中山コミュニティーセンター横畑町道沿い

中山第１投票区 1 羽田井１７０番地　（羽田井） 徳永栄一郎氏宅前町道沿い

中山第１投票区 2 束積２９３番地　（束積） 上中山コミュニティーセンター横畑町道沿い

中山第１投票区 3 八重１番地　（八重） 八重広場フェンス町道沿い

中山第１投票区 4 樋口１０７番地　（樋口） 樋口集会所フェンス町道沿い

中山第１投票区 5 石井垣１７２番地　（石井垣） 石井垣集会所施設南側町道沿い

中山第１投票区 6 羽田井１４１８番地　（報国） 報国集会所前町道沿い

中山第１投票区 7 羽田井１７０３番地　（萩原） 旧分校跡地北側町道沿い

中山第２投票区 8 田中１０５５番地　（阿弥陀山） 佐伯和範氏ブロック塀国道沿い

中山第２投票区 9 田中１１０番地　（金屋） 山口登氏宅ブロック塀町道沿い

中山第２投票区 10 田中６９３番地　（下田中１区） 下田中児童館入口フェンス町道沿い

中山第２投票区 11 田中１０２９番地２　（中林） 下田中老人憩の家

中山第２投票区 12 田中７１３番地　（浜ノ上団地） 浜ノ上(新)団地集会所フェンス町道沿い

中山第２投票区 13 御崎８６番地　（北御崎） 組嶽寛正氏宅ブロック塀町道沿い

中山第２投票区 14 田中８２５番地　（植松） 旧下中山保育所プール南側フェンス町道沿い

中山第３投票区 15 潮音寺９８番地　（潮音寺） 潮音寺公民館前町道沿い

中山第３投票区 16 栄田３５９番地　（栄田） 西山祐史氏宅ブロック塀町道沿い

中山第３投票区 17 田中６３７番地　（中山口） 中山口駅前町道沿い

中山第３投票区 18 田中５０９番地　（田中） 手嶋誠氏宅ブロック塀道路沿い

中山第３投票区 19 下甲２９０番地　（赤坂） 鳥取西部農協中山支所車庫塀町道沿い

中山第３投票区 20 赤坂３２０番地　（赤坂） 野間英男氏宅ブロック塀町道沿い

中山第３投票区 21 下甲４４８番地　（下甲） 池上明光氏所有畑町道沿い

中山第３投票区 22 赤坂７１７番地　（ナスパルタウン） 社会福祉協議会前交差点南側

中山第４投票区 23 下甲７７７番地　（曲松） 渡邉義明氏宅南側空地町道沿い

中山第４投票区 24 塩津９９３番地　（塩津） 塩津集落広場町道沿い

中山第４投票区 25 塩津９０２番地　（中尾） 旧コーナン跡地東側町道沿い

中山第４投票区 26 塩津３６８番地　（中尾） 中山公民館前町道沿い

中山第４投票区 27 上市２４６番地１　（下市駅前） 北川明生宅県道側ブロック塀

中山第４投票区 28 住吉１５６番地　（さざんか台団地） さざんか台団地入口

中山第４投票区 29 退休寺１６８番地　（退休寺） 島津義昌氏宅ブロック塀町道沿い

中山第５投票区 30 住吉６５３番地　（殿河内） 殿河内集会所駐車場フェンス町道沿い

中山第５投票区 31 上市１０７番地　（上市） 井上貴久男氏宅東側町道沿い

中山第５投票区 32 岡６１３番地　（岡） 岡龍雲寺前町道沿い

中山第５投票区 33 下市４０番地　（下市） 氏巧氏宅車庫県道沿い

中山第５投票区 34 松河原２８７番地　（松河原） 松河原広場町道沿い

中山第５投票区 35 松河原１７５番地　（松河原） デオデオ中山店東側空地県道沿い

中山第５投票区 36 長野７４３番地　（長野） 長野集落広場フェンス道添い

中山第５投票区 37 高橋１１６６番地　（高橋） 高橋入口町道沿い

中山第５投票区 38 殿河内７５８番地　（林ノ峯） 林ノ峯公民館北側バス停横県道沿い

中山第５投票区 39 松河原１３３４番地　（庄田） 庄田公民館入口町道沿い

中山第５投票区 40 下市８４３番地　（大中尾） 大中尾スクールバス停県道沿い

中山第６投票区 41 下市８５５番地３６　（二本松） 二本松集会所入口県道沿い

ポスター掲示場一覧表（中山地区）
（参考：令和元年７月２１日執行参議院議員通常選挙時）

投票区名 一連番号
ポスター掲示場の設置場所
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大山町選挙管理委員会

所在地（鳥取県西伯郡大山町） 設置位置の表示

名和第１投票区 42 豊成７４８番地　（上木料） 小西正記氏宅ブロック塀

名和第１投票区 43 豊成１０４９番地２　（上前谷） 林原龍之介氏宅ブロック塀

名和第１投票区 44 豊成９８５番地　（下前谷） 下前谷入口町管灯５番横

名和第１投票区 45 豊成　（下木料） 下木料集会所西側空地

名和第１投票区 46 豊成１６５番地　（下木料） 福田順一氏宅前

名和第１投票区 47 倉谷４７１番地　（倉谷） 吉野しなこ氏宅ブロック塀

名和第１投票区 48 小竹６１０番地　（小竹） 竹村秀明氏宅ブロック塀

名和第１投票区 49 小竹３３５番地　（峯小竹） 野間静子氏宅ブロック塀

名和第１投票区 50 東坪１０７５番地　（上坪東） 高見政美氏宅板塀

名和第１投票区 51 東坪１１６５番地１　（上坪西） 上坪西集落広場フェンス

名和第１投票区 52 東坪２０９番地　（下坪） 塗野淑子氏宅ブロック塀

名和第１投票区 53 豊成２６２４番地　（楽仙） 楽仙農業集落センター横路肩

名和第１投票区 54 東坪２４６３番地　（陣構） 旧陣構分校フェンス

名和第２投票区 55 西坪１６７番地　（西坪） 松堀稔氏宅ブロック塀

名和第２投票区 56 西坪８１番地　（ひかりが丘） ひかりが丘団地入口

名和第２投票区 57 西坪５５１番地　（駅前） 御来屋駅前路肩

名和第２投票区 58 御来屋１５６番地　（御来屋東区） 小倉興産駐車場横

名和第２投票区 59 御来屋２８番地　（御来屋１区） 御来屋１区公民館西側臨港道路ガードレール

名和第３投票区 60 御来屋２０３番地　（みどり区） みどり区公民館敷地

名和第３投票区 61 御来屋５１３番地　（御来屋南区） 名和神社参道顕彰碑横

名和第３投票区 62 御来屋６４３番地４　（御来屋１１区） 名和橋東県道名和線添　阪本つたこ氏所有地

名和第３投票区 63 名和６１０番地　（新坪田） 名和小学校グラウンド町道沿い

名和第４投票区 64 門前１１１５番地　（下大山） 木村正道氏宅横

名和第４投票区 65 門前９７番地　（門前） 勝部美恵子氏宅ブロック塀

名和第４投票区 66 名和２８番地　（坪田１区） 農村広場フェンス

名和第４投票区 67 名和１３９３番地　（東谷） 林原馨氏宅前

名和第４投票区 68 加茂３４６７番地２　（梶原） 旧フードショップはやしばら南側

名和第４投票区 69 加茂２４０番地　（梶原） 田中明氏宅納屋板塀

名和第４投票区 70 加茂９７１番地　（旧奈和） 旧奈和公民館前

名和第４投票区 71 加茂６７３番地　（栃原） 瀧正和氏宅前

名和第４投票区 72 門前９５７番地　（上大山） 旧大山農場分校前

名和第４投票区 73 門前１５９２番地　（営団） 営団作業場前

名和第４投票区 74 門前２２８８番地　（渡道） 渡道公民館前

名和第４投票区 75 加茂２０５４番地　（神田） 岡靖真氏宅前

名和第５投票区 76 大塚８０５番地　（大雀） 遠藤孝一氏宅ブロック塀

名和第５投票区 77 富長７７２番地　（富長西） 富長部落広場

名和第５投票区 78 富長６５２番地　（富長中） 国谷則文氏宅塀

名和第５投票区 79 富長７４番地　（富長東） 国谷恭三氏宅ブロック塀

名和第５投票区 80 古御堂４０６番地　（文珠領） 鍋 治子氏宅ブロック塀

名和第５投票区 81 古御堂１７７番地　（古御堂） 旧庄内小学校県道添フェンス

名和第５投票区 82 大塚６０３番地　（塚根） 故遠藤幸枝氏宅納屋前

名和第５投票区 83 大塚１０７０番地　（福田） 福田多目的共同施設前空地

名和第５投票区 84 押平７１４番地　（古原） 船越節子氏宅ブロック塀

名和第５投票区 85 押平５６５番地　（中村） 中原正男氏畑ブロック塀

名和第６投票区 86 高田１９１９番地　（新高田） 新高田公民館向かい

名和第６投票区 87 茶畑１２３番地　（茶畑） 谷 敏氏宅ブロック塀

名和第６投票区 88 茶畑３４８番地　（茶畑） 金田武德氏宅前物置横

名和第６投票区 89 押平１６７番地　（押平） 故谷悟氏宅ブロック塀

名和第６投票区 90 押平２０番地　（押平１区） 荒神さん前

名和第６投票区 91 押平８４番地１０　（押平２区） 押平中央集会所前

名和第６投票区 92 高田１０９９番地　（上福） 旧押平児童館フェンス

名和第６投票区 93 高田１６５番地　（西高田） 谷上稔氏宅ブロック塀

名和第６投票区 94 高田６２４番地　（東高田） 田隆志氏宅ブロック塀

名和第６投票区 95 高田４９７番地２　（上高田） 高田堤南側故桑本昭氏所有空地

名和第６投票区 96 高田１４７６番地　（南高田） 南高田集会所前

ポスター掲示場一覧表（名和地区）
（参考：令和元年７月２１日執行参議院議員通常選挙時）

投票区名 一連番号
ポスター掲示場の設置場所
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大山町選挙管理委員会

所在地（鳥取県西伯郡大山町） 設置位置の表示

大山第１投票区 97 神原１５０番地　（神原） 河原孝文氏宅ブロック塀

大山第１投票区 98 中高３１番地　（上中高） 金田洋子氏宅杭置場柱

大山第１投票区 99 中高３８５番地　（中高１区） 中高隣保館ブロック塀

大山第１投票区 100 野田４０番地１　（野田） 大江量基氏宅ブロック塀

大山第１投票区 101 平木１１２番地　（平木） 門脇錠二氏宅ブロック塀

大山第２投票区 102 唐王７０６番地　（唐王） 下嶋一正氏所有の畑

大山第２投票区 103 末長４８番地　（末長） 松原克明氏宅ブロック塀

大山第２投票区 104 末吉５３５番地　（末吉） 末吉集落多目的広場フェンス

大山第２投票区 105 所子３７０番地　（所子） 武道館グラウンド敷地

大山第２投票区 106 清原４０番地４　（清原） 清原部落公民館前庭

大山第２投票区 107 国信５５２番地１５　（大山口） 大山口駅前駐車場県道沿い

大山第２投票区 108 福尾４９７番地　（福尾） 金田千秋氏宅敷地

大山第２投票区 109 国信９５０番地　（國信） 中嶋豊氏宅ブロック塀

大山第３投票区 110 荘田６４２番地　（荘田） 田中重昭氏宅ブロック塀

大山第３投票区 111 妻木５８２番地　（妻木） 旧高麗保育所フェンス

大山第３投票区 112 稲光２０番地１　（稲光） 岡田幸正氏所有地

大山第３投票区 113 保田１０番地　（保田） 検討中

大山第２投票区 114 上万１１５０番地９　（あずみの郷） あずみの郷入口　ゴミ置場の左

大山第３投票区 115 安原１７３番地　（安原） 安原農村公園内

大山第３投票区 116 富岡１０番地　（富岡） 入江一磨氏宅板壁

大山第３投票区 117 長田１３１２番地　（長田） 長田浄水場ブロック塀横

大山第３投票区 118 上万４６２番地　（上万） 谷野納氏宅ブロック塀

大山第３投票区 119 上万１９５番地　（上万） 上万農機具倉庫横

大山第３投票区 120 平田１１６番地２　（平田） 谷田裕之氏所有の畑

大山第４投票区 121 平１９５番地　（平） 金田茂之氏宅ブロック塀

大山第４投票区 122 宮内１０３２番地２　（宮内） 西郷耕司氏所有の畑

大山第４投票区 123 坊領１８１３番地　（坊領） 田中昶氏所有の畑

大山第４投票区 124 佐摩３４０番地　（佐摩） 大山小学校フェンス

大山第４投票区 125 今在家１１５番地1　（今在家） 谷野義幸氏倉庫横

大山第４投票区 126 前７９０番地　（前） 阿弥陀堂広場フェンス

大山第４投票区 127 豊房３２２番地２　（蔵岡） 蔵岡農村公園内

大山第４投票区 128 豊房１５８５番地　（原） 原自治会公民館前庭

大山第４投票区 129 豊房１３７４番地　（別所） 別所農村公園内

大山第４投票区 130 豊房１００５番地　（畑） 畑部落倉庫板壁

大山第４投票区 131 鈑戸６７８番地　（鈑戸） 鈑戸集落公園フェンス

大山第４投票区 132 鈑戸１０４６番地１　（種原） 種原部落公民館前庭フェンス

大山第４投票区 133 赤松１９７番地２　（明間） 明間集会所

大山第５投票区 134 大山３９番地４０　（大山） 大山自治会館

大山第６投票区 135 赤松９３７番地　（赤松） 鷲見寛幸氏宅敷地内

大山第６投票区 136 赤松２００５番地　（一の谷） 加藤利勝氏宅ブロック塀

大山第６投票区 137 赤松２４５９番地６　（下槇原） 東トキエ氏宅ブロック塀

大山第７投票区 138 豊房２０５２番地２６　（香取上） 川床別れバス停横（香取農協敷地）

大山第７投票区 139 加茂３６７１番地　（香取弥生） 兵郷修氏宅前

ポスター掲示場一覧表（大山地区）
（参考：令和元年７月２１日執行参議院議員通常選挙時）
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